
ま え が き 
 

 
 県教育委員会では、阪神・淡路大震災を踏まえ、平成 7 年 3

月に、学校における防災に関する教師用指導資料「大地震に備

えて」を作成し、平成 10 年 3 月には、「防災教育指導事例集」

を作成し、さらに平成 20 年 3 月には、「地震に関する学校防災

の留意事項」を発行し、学校における防災教育の充実を図ると

ともに、防災体制の整備の推進に努めてまいりました。 

 しかしながら、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災

の状況は、想定をはるかに上回るものであり、防災教育のあり方や危機管理体制等を

はじめとするさまざまな課題が明らかになり、東日本大震災の教訓を生かし、学校で

の防災教育の充実を図るとともに、実効性のある学校防災マニュアルを作成するため

の資料として「学校防災の手引き」を作成しました。本手引きは、学校の特性や地域

の実情に応じて活用され、学校防災マニュアルの見直し、消防署等の関係機関と連携

した避難訓練等により、地震等の災害時に児童生徒および教職員の安全が図られてき

ました。 

 今回の改訂は、地域の災害リスクを踏まえたより実践的な安全教育を推進するため、

有効的な実践事例を掲載するとともに、児童生徒が危険を予測し、自ら適切に判断し、

主体的に行動できる資質、能力を身に付けるため、学校のＩＣＴ化に伴う機能的な内

容に改訂しました。 

 学校におかれては、本手引きを十分活用し、防災教育を学んだ子どもたちが大人に

なって持続可能な社会の中心を担い、地域の防災力を高めていくことを願っています。 

 本手引きの改訂に当たり、ご指導とご助言を賜りました関係者のみなさまに心から

厚くお礼申し上げます。 

 

   令和５年（2023 年）３月 

                    滋 賀 県 教 育 委 員 会 

                       教育長 福 永 忠 克 



１ 「学校防災の手引き」改訂の趣旨 
  本手引きは、防災教育を充実させ、子どもに危機予測・回避能力の育成を図ると 

 ともに、防災体制を確立させ、教職員に危機管理意識の高揚と継続を図る等、より 

 一層学校の防災教育を推進していくために作成した。 

  また、県地域防災計画の見直しの内容等、最新の情報を踏まえたものとなるよう、

県地域防災計画へのリンク設定により随時更新を確認できるよう改訂した。 

 

２ 「学校防災の手引き」の活用 

 （１）学校独自の「学校防災マニュアル」を作成する資料 

     本手引きには、学校での防災教育の充実および防災体制の確立に必要な基礎 

   的・共通的な事項を示している。 

    学校においては、それぞれの実情（地理的条件、施設の状況、児童生徒の家 

   庭の状況、教職員の体制等）を踏まえながら、家庭・地域・関係機関・市町防 

   災担当課等と連携するとともに、地域の防災計画等との整合性を図るなど、学 

   校独自の機能的な「学校防災マニュアル」を作成、見直しを図る資料とする。 

    

 （２）教職員の研修や防災教育と防災訓練を充実させる資料 

     地震発生時に、児童生徒の命を守るためには、あらゆる場面を想定した対応 

   が必要であり、避難誘導等の基本的な対応事項について、教職員が共通理解を 

   図っておくことが重要である。さらに、消防署等、地域の関係機関と連携した

より実践的な訓練を行い、現実的な避難誘導の見直しにつなげたい。     

    また、児童生徒の発達段階に応じた防災教育を学び、大人になって「地域社

会に貢献できる」「地域の防災力を高める」持続可能な社会の中心を担ってい

くことを期待しており、実際にＩＣＴ教材を使い、想定される地域の特性に応

じて想定される災害について学び、「自助」の態度育成を目指している。 

    さらには、教職員の研修等を通して、学校の実態に応じた実効性の高いもの

にしていくことが大切であるため、追加した実践事例等を参考としていただけ

るようにした。 

 



         

学校防災の手引き 令和５年３月改訂版 目次 
                   
・まえがき                              
・活用について 
                   
Ⅰ 平常時の備え                           

                     

１ 滋賀県災害被害想定  

・内陸活断層による地震 

・滋賀県地震被害想定  

・滋賀県地震防災ハンドブック  

 ・土砂災害警戒区域 

・水害リスク 

・原子力防災 

   ・滋賀県防災ポータルの活用 

 

２  防災教育の充実                         

  （１）防災教育の位置付けとねらい（一部改訂） 

  （２）防災教育の重点（一部改訂） 

  （３）発達段階別の防災教育の基本目標と指導内容（一部改訂） 

    ア 幼稚園 

    イ－１ 小学校低学年 イ－２ 小学校中学年 イ－３ 小学校高学年    

    ウ 中学校  エ 高等学校  オ 特別支援学校 

   ※文部科学省参考資料（令和２年 内閣府・防災教育・周知啓発 資料より抜粋） 

 

  （４）滋賀の防災教育 （資料・出前授業等のリンク集）   

   滋賀県ハザードマップリンク集 

   

   流域治水 県民向け出前授業 

 

滋賀県学習情報提供システム「におねっと」   

出前授業 (学校支援メニュー 防災分野へ)  ・ 視聴覚教材    

 

今回改訂のあった箇所を 
掲載しています 



      

しがマイ・タイムライン作成 ツール 

・砂防課出前講座 

 

原子力防災室 

① 放射線・原子力防災セミナー 【高校生以上向け】 

② 出前講座のご案内 【だれでも】 

 

ICT を活用した防災教育                         

 

３ 防災訓練の充実 （改訂なし） 

 

４ 教職員の防災に関する研修の充実（改訂なし） 

 

５ 防災組織・体制 （変更なし） 

    

Ⅱ 災害発生時の基本対応                             

  

 ２（２）一部追加 地震発生時の緊急連絡体制  ·······················  

   緊急連絡体制フロー（例） （一部改定） 

  

※その他改訂なし 

Ⅲ 資料編  滋賀県における防災教育                      

・令和２年 行政説明資料 

学校などにおける原子力災害時の対応について  防災危機管理局 原子力防災室 

   

新型コロナウイルス感染症禍の避難所運営について 

  過去の災害から見る防災教育の重要性について   滋賀県知事公室防災危機管理局  

 

 わが家の避難計画を作ろう（水害・土砂災害編）土木交通部 砂防課流域治水政策室 

・通知等              

◎第３次学校安全の推進に関する計画 概要版（令和４年３月２５日） 

 

 ◎児童生徒等に対する防災教育の実施について（依頼）（令和３年１２月 1日） 

文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 

 



 

Ⅲ 実践例                            

 

  学校安全総合支援事業を活用した実践例 （高校）                         

 

  市町教育委員会（災害安全）実践例 子どもの安全確保に関する連絡協議会 （令和４年度）  

 

Ⅳ 様式・通知など                             

  原子力災害発生時の対応  高島市内県立学校 例 （追加）      

   

 その他の様式 （HP に掲載 下記リンクより活用）  

httpｓ://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/hokentaiiku/anzenkyusyoku/anzen/309318.html 

 

  第３次学校安全の推進に関する計画（概要） 

  

  児童生徒等に対する防災教育の実施について（令和３年１２月１日 消防地第 416 号） 

  滋賀大教職大学院との連携                     

 実践事例 

     小学校  ２校 

        中学校  ２校 

 

改訂にあたって                            

 

  「近年の滋賀県の防災教育（災害安全）の現状と展開」 

 国立大学法人滋賀大学 教育学部 
   大学院教育学研究科  高度教職実践専攻 

藤岡 達也 教授 


